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１ 福岡県の再犯防止施策の概要

２ 現状と課題

３ 福岡県よりそい弁護士制度について

本日の内容



１ 福岡県の再犯防止施策の概要



・平成３１年に「福岡県再犯防止推進計画」を策定し

福岡県再犯防止推進会議を設置

・再犯防止に関する施策として住宅、就労等の基礎的
な支援に加え、アルコールや性犯罪等の専門的支援も
実施

・令和３年度からは、福岡県地域生活定着支援セン
ターにおいて福祉的支援が必要な者への入口支援と
出口支援を一体的に実施

福岡県の再犯施策の概要



2 現状と課題



・福岡県地域生活定着支援センターは、高齢や障が
い等による福祉的支援が必要な者を対象としている

・社会資源へのつなぎを持たないまま地域生活に戻る
者に対する支援が必要

現状と課題



３ 福岡県よりそい弁護士制度について



刑事事件の担当弁護士や矯正施設からの求めに応じて、弁護士が
住居や就労などの各種行政サービスの利用支援や、債務整理など法
的な問題が生じた場合の関係各機関への繋ぎなどを行う制度

１ 実施主体

福岡県（福岡県弁護士会に委託）

２ 対象者

（１）起訴猶予、執行猶予になった者で、福岡県内に居住してい

る者又は居住予定がある者

（２）福岡矯正管区内の矯正施設（刑事施設、少年院及び少年

鑑別所）を在所（院）中の者又は出所（院）した者で、福岡

県内に居住している者又は居住予定がある者

制度の概要①



制度の概要②



・刑事司法手続きにおいて継続的に関わりが持てるのは弁護士のみ

・心情面で、対象者にとって「弁護士は味方」という心理が強く、困

りごとを相談しやすい

・債務整理や、身元保証、銀行口座復旧など弁護士の専門性を活
かした助言が期待できる

・「早期から対象者と関わりを持てる弁護士による気付き」が見込め
る

・都道府県の役割「市町村が単独で実施することが困難な支援」を
依頼する先として県域全体をカバーできる県弁護士会がベスト

なぜ弁護士（弁護士会）なのか
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よりそい弁護士制度における他機関への繋ぎイメージ

弁護士

・債務者に対する専門的な
支援

・法テラスや弁護士会制度
を利用したトラブル解決

生活保護
（市町村・福祉事務
所）

障がい（障害
者就業・生活支援
センター、基幹支
援センター等）

就学支援
（福岡県教育庁、教育
委員会、青少年育成
課）

住居
（居住支援協議会、
県・市町村住宅課、
宅建取引業協会、）

市町村
（再犯防止窓口、
その他窓口）

労働
（ハローワーク、
就労支援事業者
機構

医療・福祉及び
複合連携
（地域生活定着支
援センター

矯正施設
（保護観察所、法務少
年支援センターふくお
か）

・生活保護申請同行、
生活保護脱却後の困
窮者制度の利用相談
（連続的な支援）

・医療・福祉的支援のつな
ぎ
・複合連携時のノウハウ活
用

・就労支援のノウハウ活用
・障がい者支援に係る専門性のノ
ウハウ活用

・地域ネットワーク活用
・民生委員等の窓口繋ぎ
・地域資源への繋ぎ

・住居に関する相談
・公営住宅への入居

・ハローワークとのチーム支援やノウハ
ウの活用
・協力雇用主の活用

・矯正施設出所者に対する自立
相談支援機関へのつなぎ
・能力・性格の調査、心理検査等
の活用

・子どもの状況の背景にある世帯
の生活課題への対応
・修学支援 等



ご清聴ありがとうございました


